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国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
税

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
国

税
専
門
官
（
国
家
公
務
員
）
を
募
集

し
ま
す
。

○
受
験
資
格

・
平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成
13
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

・
平
成
13
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
方
で
次
に
掲
げ
る
方

①
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
を
卒
業
し
た
方
及
び
令

和
５
年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
方

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方

○
試
験
の
程
度
　
大
学
卒
業
程
度

○
お
申
し
込
み
方
法
等

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
】

※
次
の
ア
ド
レ
ス
へ
ア
ク
セ
ス
し
、

説
明
に
従
っ
て
入
力

　http://w
w
w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

・
受
付
期
間

　
３
月
18
日
㈮
午
前
９
時
～
４
月
４

日
㈪
【
受
信
有
効
】

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き
な

い
場
合
】

　
郵
送
ま
た
は
持
参

・
提
出
先

　
希
望
す
る
第
１
次
試
験
地
に
対
応

す
る
国
税
局
ま
た
は
沖
縄
国
税
事

務
所

・
受
付
期
間

　
３
月
18
日
㈮
～
３
月
22
日
㈫

※
通
信
日
付
印
有
効

○
試
験
日

・
第
１
次
試
験
日
　
６
月
５
日
㈰

・
第
２
次
試
験
日

　
７
月
４
日
㈪
～
７
月
15
日
㈮
の
い

ず
れ
か
の
第
１
次
試
験
合
格
通
知

書
で
指
定
す
る
日
時

○
試
験
地

・
第
１
次
試
験
地
　
高
崎
市
、
さ
い

た
ま
市
、
新
潟
市
、
松
本
市
他

・
第
２
次
試
験
地
　
さ
い
た
ま
市
他

○
合
格
発
表
日

・
第
１
次
試
験
合
格
者

　
６
月
28
日
㈫
午
前
９
時

・
最
終
合
格
者

　
８
月
16
日
㈫
午
前
９
時

○
お
問
い
合
わ
せ

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
し
て
】

・
人
事
院
人
材
局
試
験
課

　
☎
０
３
（
３
５
８
１
）
５
３
１
１

　
内
線
２
３
３
２

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

	

（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
等
の
休
日

は
除
く
。
）

【
そ
の
他
お
問
い
合
わ
せ
】

・
関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
係
　

国
税
専
門
官
採
用
試
験
の

お
知
ら
せ

　
☎
０
４
８
（
６
０
０
）
３
１
１
１

　
内
線
２
０
９
７

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

		

（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
等
の
休
日

は
除
く
。
）

　
空
港
利
用
等
で
貯
ま
る
ポ
イ
ン
ト

制
度
や
プ
ッ
シ
ュ
通
知
に
よ
る
最
新

情
報
の
お
知
ら
せ
等
、
茨
城
空
港
を

「
も
っ
と
お
得
に
！
」「
も
っ
と
身
近

に
！
」「
も
っ
と
便
利
に
！
」
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

　
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、

茨
城
空
港
か
ら
素
敵
な
空
の
旅
を
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
！
ア
プ
リ
の
詳
細

は
、
茨
城
空
港
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左

図
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
営
業
戦
略
部
空
港
対
策
課

　
利
用
促
進
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
２
７
６
１

　airport@
pref.ibaraki.

　
　lg.jp

家
畜
の
飼
育
に
は
報
告
が

必
要
で
す

茨
城
空
港
か
ら「
Ｉ
Ｂ
Ｒ
マ
イ
エ
ア

ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ
」公
式
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
ア
プ
リ
が
好
評
配
信
中
！

人事院
採用情報
NAVI

　
愛
玩
用
の
家
畜
を
飼
育
さ
れ
て

い
る
方
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に

よ
り
、
毎
年
２
月
１
日
現
在
の
飼
育

頭
羽
数
等
を
県
に
報
告
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
報
告
が
必
要
な
家
畜
は
次
の
と
お

り
で
す
。

・
牛
、
水
牛
、
鹿
、
め
ん
羊
、
山

羊
、
馬
、
豚
、
い
の
し
し

・
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面

鳥
　
こ
れ
ら
を
１
頭
（
羽
）
で
も
飼
育

し
て
い
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
で
あ
っ
て
も

報
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
犬
、
猫
、
う
さ
ぎ
、
イ
ン
コ
な
ど

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
報
告
用
紙
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
県
西
家
畜
保
健
衛
生
所

　
☎
０
２
９
６

（52）
０
３
４
５


